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       長崎県農林部 

        平成１８年２月１５日策定 

平成２９年３月２３日改定 
 

１ 基本方針 

  

二酸化炭素の増加に起因すると考えられている地球温暖化、フロンガスによる

オゾン層の破壊、化学物質等による土壌汚染など、環境問題は地球規模で深刻化

している。 

農村地域においても、肥料・化学農薬等農業資材が過剰に使用された場合や生

活廃水が未処理な場合は、地下水、河川水、海水、土壌などへの環境負荷が懸念

される。 

また、近年、大腸菌Ｏ１５７、サルモネラ菌、レジオネラ菌など病原性微生物

による食品衛生問題・健康被害が社会問題化しており、さらに、ＢＳＥや鳥イン

フルエンザの発生などこれまで国内では未発生もしくは発生が少なかった家畜

の感染症の報告も相次ぎ、食品の安全性について関心が高まっている。 

農産物においても、平成１４年に発生したダイホルタン等の無登録農薬使用事

件や輸入野菜の残留農薬問題などにより安全性に対する危惧が広がっている。さ

らに、平成１８年度からは農薬の残留基準についてポジティブリスト制が導入さ

れることになっており、飛散問題など農薬の使用についてはこれまで以上に注意

する必要性が生じている。 

しかしながら、農業は、本来安全で安心できる食料を安定的に供給する使命と

ともに、豊かな自然との共生によって成り立ち、美しい景観と様々な動植物のす

みかの保全など自然環境を維持・発展される機能をもつ。さらに誇りある伝統と

文化の維持など、産業としてだけでなく地域社会、次世代の福祉にも貢献するも

のであり、このような農業が本来もつ力を発揮させ、祖先たちが作り上げてきた

国土と自然を次世代に手渡していくことは重要な責務である。 

さらに国は、平成27年度より「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法

律」（平成26年法律第78号）に基づき、日本型直接支払（多面的機能支払交付金、中

山間地域等直接支払交付金、環境保全型農業直接支払交付金）を実施しており、我

が国農業生産全体の在り方を環境保全を重視したものに転換している。 

 

一方、最近では、“ロハス＊”（ＬＯＨＡＳ：Lifestyles Of Health And 

Sustainability）と呼ばれ「環境や健康問題に関心が高く、持続的な社会の在り

方を志向する生活様式」を目指す人々が増加しており、また少子高齢化などの社

会構造の変化から、環境・健康問題を自らの行動や消費スタイルで実現する傾向

が増えている。 

多くの企業では、ＩＳＯ１４００１、グリーン調達＊、ＣＳＲ調達＊などの導入

が進み、自らの事業活動だけでなく、取引企業にも、環境などに配慮した取り組

みを要求する動きが加速している。 

長崎県版ＧＡＰ（農業生産工程管理）推進方針 
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これまで、県では、平成６年に「長崎県環境保全型農業推進基本方針」を策定

し、環境保全型農業の推進方向・体制を整備し、技術開発及びその導入・普及を

推進してきた。また、「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律」

が制定されたことに対応し、平成１２年に「長崎県持続性の高い農業生産方式の

推進方針」・「長崎県持続性の高い農業生産方式の導入に関する指針」を策定し、

環境と調和した持続的な農業生産方式の導入を目指す農業者、いわゆる“エコフ

ァーマー”の育成を進めてきた。 

さらに、平成１６年には、「人と環境にやさしい長崎県農林漁業推進条例」を

制定し、第一次産業である農業、林業、水産業がともに安全で環境への負荷を抑

えた生産活動を実施するため、県、市町、関係団体、産業従事者、消費者の責務

を明らかにするとともに、その方針に則った生産振興を目指している。 

なお、「人と環境にやさしい長崎県農林漁業推進条例」は平成２７年４月１日

より「長崎県食品の安心・安全条例」に引継がれている。 

しかしながら、近年の環境問題の深刻・喫緊化、社会的情勢の変化・多様化は

想像を超えるスピードで進展しており、これまでの取り組みを一体的・総合的に

推進するとともに、“リスク管理＊”と呼ばれる事前の危機対応概念を農業にも導

入する必要性が生じてきた。 

食の安全性を確保していくことは、消費者のみならず生産者、さらには流通販

売を業とする人々にとっても、また安全な食料の生産と供給に幅広い責務を持つ

行政にとっても、重大な関心をもって対処しなければならない課題である。 

そこで、農業生産過程における環境負荷の低減と農産物の安全性、及び消費

者・農業者の健康維持・増進をさらに推進するため、全国に先駆けて、県として

ＧＡＰ（適正農業規範）の推進方針を謳い、併せて導入・管理指針、点検様式（チ

ェックシート）を備えた「長崎県版ＧＡＰ（農業生産工程管理）」を策定し、「長

崎県食品の安心・安全条例」に沿って長崎県が目指すべき農業の姿の具体化をさ

らに推進することとする。 

長崎県版ＧＡＰ（Good Agricultural Practice：農業生産工程管理）の基本的

な考え方としては、 

（１） 「長崎県食品の安心・安全条例」の具体的な取り組みの一部とする。 

（２） 農業生産過程・生産物に関する法令を順守する。 

（３） 環境保全及び農産物の安全性に関する農業者と消費者の相互理解を

構築する。 

（４） 農業者から消費者まで農産物に係る人々の健康維持・増進を図る。 

（５） 農業者が主体的となり、継続的改善を実施しながら県全体の幅広い農

業者の参画を促す。 

とし、生産現場でこれまで取り組んできた活動を中心に、整理、明確化するこ

とを基礎とする。 

また、問題発生を未然に防ぐためのしくみ＝“リスク管理方式”を導入し、環

境と安全性の基盤の確立とさらなる発展を目指すこととする。 

さらに、長崎県の地理的・社会的背景を鑑み、地下水、河川水、海水の水質

保全に最大限配慮した取り組みとし、大村湾・諫早湾等の閉鎖性水域の流域に

ついては、特にそれら水域の環境保全・改善に取り組むことを重点的課題とす

る。 
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県は、農業者・関係団体と連携して長崎県版ＧＡＰを県全体に展開し、農業

と環境との調和が最大限に図られた農業・農村を目指すとともに、安全な農産

物の供給、農村から都市住民に至るすべての人の健康維持・増進を目指すこと

とする。 

 

２ 既存制度・運動との関係 

 

県では、関係機関と連携しながら農業分野における環境保全・生産物の安全

性に関した取り組みを下記のとおり実施してきた。長崎県版ＧＡＰは、これら

の取り組みの基盤・基礎をなすものとし、今後は、一体的・総合的に推進する

こととする。今後は長崎県版ＧＡＰの取り組みを共通基盤として、環境保全型

農業、持続的農業、長崎県特別栽培農産物、有機農産物、生産履歴記帳・トレ

ーサビリティ運動、残留農薬対策、農業者・消費者の健康増進、農村の景観向

上、農作業安全運動等を効果的に展開することとする。 

また、国が定める環境と調和のとれた農業生産活動規範（以下「農業環境規

範」という。）』と GAP 共通基盤ガイドラインへの準拠に努める。 

 

（１） 環境保全対策 

○ 持続的農業の推進（エコファーマーの認定推進） 

○ 長崎県特別栽培農産物の推進 

○ 有機農産物の推進 

（２） 農産物の安全性対策 

○ 生産履歴記帳運動の推進 

○ トレーサビリティシステムの導入推進 

○ 残留農薬分析の推進 

（３） 農業者・消費者の健康増進 

（４） 農村の景観向上 

（５） 農作業安全運動の推進 
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３ 推進体制及び関係機関・団体の役割 

 

長崎県版ＧＡＰが目指す農業の姿の達成には、県内の幅広い農業者の参画を得

ることが必須であり、そのためには関係機関が一致・連携した取り組みを実施

することが重要である。 

県段階では、関係機関・関係団体等で構成する「長崎県ＧＡＰ推進協議会」に

おいて、長崎県版ＧＡＰについて協議・策定を行い、長崎県で実践されるＧＡ

Ｐの望ましい内容を提示し、その取り組みを促すこととする。 

また、県は、関係機関と連携しながら長崎県版ＧＡＰに係る研修会等を積極的

に実施し、推進に係る技術者や農業者の意識啓発を図り、その取り組みを促進

することとする。 

各地域においては、既存の市町環境保全型農業推進協議会等の組織において、

市町、農業団体、県機関が連携・役割分担しながら、地域の実情を鑑み、長崎

県版ＧＡＰを推進する。 

同ＧＡＰの推進に係る各関係機関の役割は、下記のとおりとし、県は実現に関

して積極的な支援を実施するものとする。 

また、同ＧＡＰ実践の中心は農業者となるが、農産物の安全性確保には、生産

農作業安全運動 

環境保全対策 

長崎県特別栽培農産物 

有機農産物 

エコファーマー 

農産物の安全性対策 

生産履歴記帳運動 

残留農薬分析 

トレーサビリティ 

長崎県版ＧＡＰ 
(農業環境規範＋ 

GAP共通基盤ガイドライン) 

図１ 長崎県版ＧＡＰが網羅する範囲 

農業・消費者の健康増進 

農村の景観向上 
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現場だけでなく、流通や販売分野それぞれにおける取り組みも一体的になされ

て初めて確立されるものである。 

したがって、流通・販売関係者も適正流通規範、適正販売規範等を整備して、

長崎県版ＧＡＰと連携して取り組むことが必要であり、消費者も農業生産現場

における取り組みに対して理解を深めるとともに、同ＧＡＰ実践農業者が生産

した農産物を積極的に購入することが望ましい。 

 

県 

・ 県推進体制・計画の整備 

・ 環境整備（長崎県版ＧＡＰ、同マニュアル等の作成） 

・ 技術指導、導入支援 

・ 整備事業・推進事業への支援 

・ 県域の啓発活動 

・ 推進に係る人材育成、及びその支援 

 

地域（市町、農業団体、県地方機関） 

・ 地域における推進体制・計画の整備 

・ 整備事業・推進事業への支援 

・ 地域における啓発活動 

・ 現地における技術指導・導入支援 

・ 推進に係る人材育成 

 

農業者・生産団体 

・ 長崎県版ＧＡＰへの取り組み・実践 

  ・ 実需者から求められる GAP 認証取得 

 

流通・販売関係者 

・ 取り組む農業者・農産物への理解・積極的な購入 

・ 消費者に対する啓発活動 

・ 適正流通規範、適正販売規範等の整備 

 

消費者 

・ 取り組む農業者・農産物への理解・積極的な購入 
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県 
地域における推進組織 
（市町、農業団体、県機関） 

農業者・生産部会 

流通関係者 
 ＧＡＰ実践農業者・農産物に対する理

解・積極的な購入 

 消費者に対する啓発 

 適正流通規範、適正販売規範等の実践 

 

消費者 
 ＧＡＰ実践農業者・農産物に対

する理解・積極的な購入 

 

「長崎県版ＧＡＰ」の 

導入・推進・発展 

良好な環境の保全 

安全な農産物の提供 

農村景観の提供 

図２ 長崎県版ＧＡＰの推進における関係者の役割（イメージ） 

 連携 

 推進体制・計画の整備 

 環境整備（県版ＧＡＰの策定など） 

 技術指導・導入支援 

 整備事業・推進事業への支援 

 啓発活動 

 人材育成等 

 推進体制・計画の整備 

 整備事業・推進事業への支援 

 技術指導・導入支援 

 啓発活動 

 人材育成 
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４ 取り組み範囲 

長崎県版ＧＡＰは、一部の生産現場における特殊な取り組みではなく、幅広

い地域、農業者、生産団体、作物において取り組むべき規範である。 

したがって、農業経営基盤強化促進法における認定農業者はもちろんのこと、

主業農業者、副業的農業者など多くの農業を営む者、生産法人、各生産団体等

に取り組みを促すこととする。 

 

５ 助成事業との関係 

県が助成する整備事業・推進事業については、必要性が高いものから長崎県

版ＧＡＰの実践に整合性を持って取り組むこととする。 

国は、農業環境規範の実践を一部の交付金事業の要件にしており、それを今

後拡大するとしているが、長崎県版ＧＡＰの実践をもって農業環境規範の実践

とみなすものとする。 

 

６ 推進計画 

長崎県版ＧＡＰの推進計画については、市町、関係団体と連携しながら別途

定める。 

 

７ 具体的な取り組み内容 

長崎県版ＧＡＰの具体的な取り組み手順・内容については、長崎県版ＧＡＰ

指針、長崎版ＧＡＰチェックシートとして別に定める。 

農業者、生産団体等では、長崎県版ＧＡＰ指針、長崎版ＧＡＰチェックシー

トを参考に、必要な追加や削除等を行い、それぞれの地域や団体の実情に合っ

た主体的なＧＡＰを作成することが重要である。 

県では GAP に関する指導ができる人材（GAP 評価員等）の養成を行う。 

市町、ＪＡ、振興局などの関係機関は、農業者、生産団体等の主体的な取り

組みが行われるよう連携して指導・支援を行うとともに、主体的なＧＡＰ作成

の際は、基本方針に謳われた趣旨が反映されるよう助言することが重要である。 

 

８ 実践内容の確認 

実践・記録した内容については、自己確認が基本であり、農業者が自ら点検・

検証する。また、所属する団体単位による監査をすることでチェック機能が向

上する。 

さらに、信頼性の担保のため、第三者による監査などの実施を積極的に行う

ことが望まれる。 

そのため、長崎県版 GAP に持続的な農場経営と産地育成のための GAP 教

育システムを導入し、どこが問題か、なぜ問題か、どの程度問題かを評価員（資

格を持った普及指導員等）が個別に指導することで、農業者自らが改善に役立

て、実需者から求められる GAP 認証取得を目指す。 

 

９ 長崎県版ＧＡＰの制度化 

長崎県版ＧＡＰの認証、登録等の制度化については、その是非を含めて検討

する。 
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１０ 長崎県版ＧＡＰの改定 

環境、食品衛生、健康問題等長崎県版ＧＡＰに係る事案については、日々多

様化している。畜産についても今後、順次整備して行く。また、農業生産方式

や農業生産資材についても、近年は変化が著しい。 

したがって、長崎県版ＧＡＰについては、当分の間、推進方針、指針、チェ

ックシートについて、年に１回以上内容を検討し、社会情勢や生産現場の実情

を鑑みながら、必要に応じて見直すものとする。 

 

＊ グリーン調達～使用する部品や資材を選定する際に、価格や品質、納期だけ

を重視するのではなく、環境配慮（リサイクル可能性、耐久性、再生原料の使

用有無）を調達基準に追加すること。 

 

＊ ＣＳＲ調達～Corporate Social Responsibility の略で、企業の社会的責任と

訳される。これにはいくつかの側面があり、安全で品質のよい製品を提供する

ことにより社会に貢献していくこと、環境に配慮して事業活動を改善していく

こと、関連法規が遵守される組織を構築することなどが挙げられる。 

 

＊ ロハス～ロハス（ＬＯＨＡＳ）とは、 Lifestyles Of Health And 

Sustainability の略で、一般的に、健康や環境問題等に関心の高い人々の生活

様式と理解される。社会学者や心理学者の調査を基に、１９９０年代にアメリ

カで提唱された生活様式の概念であり、日本には、２０００年代に紹介された

が、定義は明確には規定されていない。 

 

＊ リスク管理～リスク管理とは、リスクを組織的に管理し、ハザード（危害）、

損失などを回避もしくは、それらの低減をはかる過程全般の管理を意味するが、

ここでは、危害分析等とそれに基づく対応策等を設定する「事前のリスク管理」

の意として用いる。 

 


